
 

 

 

 

 
令 和 ４ 年 1 0 月 ６ 日 

内 閣 府 健 康 ・ 医 療 戦 略 推 進 事 務 局 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 
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経 済 産 業 省 商 務 ・ サ ー ビ ス グ ル ー プ ヘ ル ス ケ ア 産 業 課 

 
次世代医療基盤法に基づく変更の認定について 

 
 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（平成２

９年法律第２８号）（以下「次世代医療基盤法」という。）に基づき、令和４年

７月 22日、変更の認定の申請がありました。 

これを受けて、主務府省（内閣府、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省）

において、書類確認、「次世代医療基盤法の認定等に関する有識者・実務者会

議」の開催等を経て、個人情報保護委員会に協議した上で、変更の認定をしま

した。 

 その概要は、次のとおりです。 

 

１ 申請者  

〇 認定匿名加工医療情報作成事業者である一般財団匿名加工医療情報公

正利用促進機構（以下「ＦＡＳＴ－ＨＤＪ」という。） 

〇 認定医療情報等取扱受託事業者である株式会社日立製作所（以下「日立

製作所」という。） 

 

２ 主要な申請内容  

 〇 ＦＡＳＴ－ＨＤＪに係る匿名加工医療情報作成事業を行う役員を変更

する。 

 〇 日立製作所に係る安全管理責任者を変更するともに、その職務を遂行し

得なくなった際に当該責任者に代位する者を指定する。 

 

なお、今般の変更の認定を踏まえたＦＡＳＴ－ＨＤＪ及び日立製作所に係る

事業者概要及び事業実施体制は、別紙１及び別紙２のとおりです。 

次世代医療基盤法 


